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第一章 総則

附則

個人情報保護法

第二章 国及び地方公共団体の責務等

第三章 個人情報保護における施策等

第四章 個人情報取扱事業者の義務等

第五章 雑則

第六章 罰則

■主務大臣からの勧告
違反の結果、必要があれば違反行為
の中止、是正処置をとるべき旨

第一節
個人情報取扱事業者の義務
第二節
民間団体による個人情報の
保護の推進

規定による命令に違反した者（事業主）
は、6ヶ月以下の懲役又は30万以下の
罰金

※他の情報と容易に照合することができ、そ
れにより特定の個人を特定することができる
ものを含む

個人の権利利益が害せられた場合の是正措
置、および罰則 （第6章）

■ 罰則

個人情報取扱事業者に義務付けられた「適
切な取り扱い」の基準 （第4章）

■ 義務

【個人情報】
生存する個人に関する情報で特定の個人を
識別することができるもの（第2条 第1項）

■ 定義

【個人情報取扱事業者】
「個人情報データベース等」を事業の用に供
している者。
「個人情報データベース等」とは容易に検索
できるように体系的に構成したもの （第2条
第2項）

個人情報保護法の概略個人情報保護法の概略個人情報保護法の概略個人情報保護法の概略

勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合

個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法での罰則での罰則での罰則での罰則

義
務
違
反

個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取ᚓし取り扱䛳個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取ᚓし取り扱䛳個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取ᚓし取り扱䛳個人の権利と利益を保護する為に、個人情報を取ᚓし取り扱䛳

ている事業者にᑐし、ᵝ䚻な義務とᑐᛂを定めた法ᚊでている事業者にᑐし、ᵝ䚻な義務とᑐᛂを定めた法ᚊでている事業者にᑐし、ᵝ䚻な義務とᑐᛂを定めた法ᚊでている事業者にᑐし、ᵝ䚻な義務とᑐᛂを定めた法ᚊで200㻡200㻡200㻡200㻡ᖺᖺᖺᖺ

4444月より඲㠃施行䛥れています。月より඲㠃施行䛥れています。月より඲㠃施行䛥れています。月より඲㠃施行䛥れています。

基ᮏ的にはᮏ人である個人の権利を定める法ᚊではな䛟、௻業基ᮏ的にはᮏ人である個人の権利を定める法ᚊではな䛟、௻業基ᮏ的にはᮏ人である個人の権利を定める法ᚊではな䛟、௻業基ᮏ的にはᮏ人である個人の権利を定める法ᚊではな䛟、௻業

がᏲらなければならない義務を定め、それに違反した場合にはがᏲらなければならない義務を定め、それに違反した場合にはがᏲらなければならない義務を定め、それに違反した場合にはがᏲらなければならない義務を定め、それに違反した場合には

行ᨻᶵ関が処ศを行なうというᛶ᱁をᣢ䛳ています。行ᨻᶵ関が処ศを行なうというᛶ᱁をᣢ䛳ています。行ᨻᶵ関が処ศを行なうというᛶ᱁をᣢ䛳ています。行ᨻᶵ関が処ศを行なうというᛶ᱁をᣢ䛳ています。

個人情報保護法とは？

事業者は、この法ᚊにより、利用┠的の特定およびไ㝈、適切事業者は、この法ᚊにより、利用┠的の特定およびไ㝈、適切事業者は、この法ᚊにより、利用┠的の特定およびไ㝈、適切事業者は、この法ᚊにより、利用┠的の特定およびไ㝈、適切

な取ᚓ、取ᚓに㝿する利用┠的の㏻▱または公⾲、Ᏻ඲⟶⌮、な取ᚓ、取ᚓに㝿する利用┠的の㏻▱または公⾲、Ᏻ඲⟶⌮、な取ᚓ、取ᚓに㝿する利用┠的の㏻▱または公⾲、Ᏻ඲⟶⌮、な取ᚓ、取ᚓに㝿する利用┠的の㏻▱または公⾲、Ᏻ඲⟶⌮、

第三者ᥦ供のไ㝈な䛹の義務を果た䛥なければなら䛪、違反す第三者ᥦ供のไ㝈な䛹の義務を果た䛥なければなら䛪、違反す第三者ᥦ供のไ㝈な䛹の義務を果た䛥なければなら䛪、違反す第三者ᥦ供のไ㝈な䛹の義務を果た䛥なければなら䛪、違反す

ると行ᨻ処ศを下䛥れ、䛥らに主務大臣の命令に反した場合にると行ᨻ処ศを下䛥れ、䛥らに主務大臣の命令に反した場合にると行ᨻ処ศを下䛥れ、䛥らに主務大臣の命令に反した場合にると行ᨻ処ศを下䛥れ、䛥らに主務大臣の命令に反した場合に

は罰則が⛉せられることになります。は罰則が⛉せられることになります。は罰則が⛉せられることになります。は罰則が⛉せられることになります。


